
秋田県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画（イノシシ）

(令和５年１１月１日から令和６年３月１５日まで)

１ 背景及び目的

２ 対象鳥獣の種類

３ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間

４ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域

本県におけるイノシシは、平成２３年度に湯沢市秋ノ宮地区で狩猟により１頭捕獲されて以

降、交通事故等による死亡個体の回収や目撃の件数が年々増え、現在はほぼ全県域で確認されて

いる。捕獲数や農業被害も増加傾向にある。

また、令和４年８月に、県内においてイノシシの豚熱（CSF)感染が確認され、これまでに７件

の感染が確認されており、豚熱（CSF)のまん延防止のためにもイノシシの捕獲圧強化が求められ

ている。

こうした状況を鑑み、令和４年３月に策定した「第二種特定鳥獣保護管理計画（第２次イノシ

シ）」に基づき、イノシシの個体数増加や分布域拡大を抑制していくため、本事業により捕獲圧

の強化を図る。

イノシシ

実施区域 実施期間

県内全域 令和５年１１月１日から令和６年３月１５日まで

実施区域名 住所等 選定理由 他法令等

比内 大館市比内 過去３年間において複数年にわた

り目撃や捕獲が実績がある地域で、

イノシシが定着していると考えら

れるため。

国有林、鳥獣被害

防止特措法に定

める被害防止計

画の対象地域。

浦田・七日市 北秋田市浦田ほか

上新城・金足 秋田市上新城ほか

由利 由利本荘市由利

西目 由利本荘市西目

中仙太田 大仙市中仙ほか

山内（２地区） 横手市山内

増田 横手市増田

高松 湯沢市高松

皆瀬 湯沢市皆瀬

雄勝 湯沢市雄勝

東成瀬 東成瀬村椿川



５ 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標

※実施状況に応じて見直すこともある。

６ 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容

（１）捕獲等の方法

① 使用する猟法と規模

②作業手順

実施区域 目標頭数 実施区域 目標頭数

比内 ３頭 山内（２地区） ６頭

浦田・七日市 ７頭 増田 ３頭

上新城・金足 ６頭 高松 ８頭

由利 ４頭 皆瀬 ７頭

西目 ３頭 雄勝 ３頭

中仙太田 ４頭 東成瀬 ３頭

合計 ５７頭

実施区域 使用する猟法 捕獲等の規模

全地区共通

・銃猟及びわな猟

・銃猟においては、非鉛製銃弾の使用に努める。ただ

し、止め刺しや半矢になった個体を猛禽類が摂取す

る可能性がない場合等はこの限りではない。

受託者と調整の

うえ決定する。

ア 関係者との事前調整、作業実施の周知

関係市町村や土地所有者、地域住民等との調整を行い、合意形成を図る。

イ 捕獲等の実施

本計画に基づき、認定鳥獣捕獲等事業者等に業務委託し捕獲を実施する。

ウ 安全管理

受託者は捕獲従事者への安全教育・訓練を行い、安全管理体制を構築する。

エ 捕獲した個体の回収・処分方法

捕獲した個体は埋設するか、搬出して適切に処分する。なお、豚熱感染地域においては防

疫に留意して取り扱う。

オ 錯誤捕獲の場合の対応

イノシシ以外の獣が捕獲された場合は、原則放獣とし、錯誤捕獲の状況を記録する。

カ 捕獲情報の収集及び評価

受託者から捕獲年月日、捕獲数、場所、性別、幼・成獣別、体長、体重等の情報を収集し、

専門家の意見も踏まえ、事業評価を行う。必要に応じて、評価を踏まえた実施計画の見直し

を行う。



７ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施体制

８ 住民の安全を確保し、又は指定区域の静穏を保持するために必要な事項

（１） 住民の安全の確保のために必要な事項

（２） 指定区域の静穏の保持に必要な事項

９ その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項

（１） 事業において遵守しなければならない事項

（２） 事業において配慮すべき事項

（３） 地域社会への配慮

事業主体：秋田県

実施形態：業務委託

委託範囲：イノシシの捕獲及び付帯する業務一式

委 託 先：認定鳥獣捕獲等事業者又は認定鳥獣捕獲等事業者と同等の能力を有し、適切かつ効果

的に事業を実施することが見込まれる者

・関係機関及び地域住民等に対し、事業内容について十分な周知を図る。

・銃猟を行う際は、実施区域周辺に注意看板を設置するなど事故の防止を図る。

・墓地や社寺境内など人の出入りの多い場所では、銃猟やわなの設置は行わない。

・止めさしで銃器を使用する場合は、発砲回数を最小限にする。

・連絡用無線機は適切な機器を選定するとともに，使用に当たっては電波法令を遵守し，適切な

使用に努める。

・くくりわなを設置した付近でツキノワグマの利用息が確認された場合は，くくりわなを移動す

る、あるいは設置を中止する。

・錯誤捕獲があった場合は速やかに発注者に報告を行う。

・その他関連する法令を遵守する。

・現地で血抜きを行う場合は、事前に関係者の承諾を取るとともに、周囲の環境に配慮する

・事業の効果、評価を関係者等に広く周知するとともに、野生鳥獣管理の必要性について普及啓

発を行う。



令和5年度指定管理鳥獣捕獲等事業事業実施区域（イノシシ）

秋田市

横手市

大館市

男鹿市

鹿角市

小坂町

上小阿仁村

藤里町

五城目町

八郎潟町

井川町

大潟村

にかほ市

仙北市

羽後町

東成瀬村

美郷町

秋田市

大潟村

男鹿市

潟上市

大仙市

由利本荘市

湯沢市

北秋田市

三種町

能代市

八峰町

比内

中仙太田

西目

由利
山内

増田

高松

皆瀬雄勝

浦田・七日市

上新城・金足

山内

東成瀬


